
東京都管理河川の氾濫に関する減災に向けた取組⽅針（改定案）について

◆改定のポイント

●取組⽅針の「達成すべき目標」・「目標達成に向けた3つの柱」は継続

●目標期間は現計画と同様に5年間（令和４年度〜令和８年度）

●減災に向けた取組は、以下の内容を反映したうえで、29項目を継続

①災害対策基本法改正に伴う避難情報の変更等を踏まえた改定

②水防法改正に伴う浸水想定区域の指定対象拡大を踏まえた改定

③これまでの取組実施状況等を踏まえた改定



東京都管理河川の氾濫に関する減災に向けた取組⽅針（改定案）について
①令和3年5月の災害対策基本法改正に伴う避難情報の変更等を踏まえた改定①令和3年5月の災害対策基本法改正に伴う避難情報の変更等を踏まえた改定

■災害対策基本法の主な改定内容
①避難勧告・避難指示の一本化
・避難勧告・指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難
指⽰を⾏うこととし、避難情報のあり⽅を包括的に⾒直し

②個別避難計画※の作成

・避難⾏動要⽀援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、
個別避難計画について、区市町村に作成を努⼒義務化

※避難⾏動要⽀援者（⾼齢者、障害者等）ごとに、
避難⽀援を⾏う者や避難先等の情報を記載した計画

▲避難⾏動要⽀援者が災害時に避難する際のイメージ

■取組方針への反映内容
①避難指示へ一本化
・避難勧告・指⽰を一本化を踏まえ、取組項目・内容を「避
難勧告」から「避難指示」に改定。

②個別避難計画の作成促進
・個別避難計画の作成努⼒義務化を踏まえ、取組内容を「個
別避難計画策定の検討」から「個別避難計画の作成促進」に
改定。

出典︓内閣府ホームページより



東京都管理河川の氾濫に関する減災に向けた取組⽅針（改定案）について
②令和3年７月の水防法改正に伴う浸水想定区域の指定対象拡大を踏まえた改定②令和3年７月の水防法改正に伴う浸水想定区域の指定対象拡大を踏まえた改定

■水防法の主な改定内容
①浸水想定区域の指定対象拡大
・想定最大規模の洪水等に対応した浸水想定区域の指定
対象について、これまでの洪水予報河川及び水位周知河川
に加え、その他の一級河川及び⼆級河川（住宅等の防護
対象のある河川）についても指定対象とする。

■取組方針への反映内容
①浸水想定区域の指定について記載

・浸水想定区域の指定対象拡大を踏まえ、取組内容に「想
定最大規模降⾬に係る浸水予想区域図を基に、浸水想定
区域を指定」を新たに追加。

②水害ハザードマップ作成における改定
・ハザードマップの基になる浸水想定区域図の指定対象拡大を
踏まえ、取組内容を「水害ハザードマップの作成状況の共有」
から「水害ハザードマップの作成促進と作成状況の共有」に改
定する。

洪水予報河川※1 水位周知河川※2 一級河川及び⼆級河川一級河川及び⼆級河川
（防護対象あり）

浸水想定区域図の公表

区市町村地域防災計画へ記載

ハザードマップの作成

赤字部︓水防法改正による追加

※1 洪水予報河川（都管理）
神⽥川・目⿊川・渋⾕川・古川・
芝川・新芝川・野川・仙川・妙正寺川

住⺠へ周知

※2 水位周知河川（都管理）
⽯神井川・境川・鶴⾒川・恩⽥川・
真光寺川・善福寺川・呑川・丸子川・
⾕沢川

【水防法の流れ】

▲浸水予想区域図公表状況



東京都管理河川の氾濫に関する減災に向けた取組⽅針（改定案）について
③これまでの減災に向けた取組実施状況等を踏まえた改定③これまでの減災に向けた取組実施状況等を踏まえた改定

■これまでの取組実施状況等と取組方針への反映内容

▲⾼潮浸水想定区域図

・減災における取組項目について、以下のような取組を実施し、その実施状況とその成果を踏まえて、適宜各取組項目を修正・追加。
 氾濫危険情報を区市町村⻑に直接伝達する仕組み「ホットメール」の構築
 大規模地下街等浸水対策協議会での避難訓練等を通じた浸水対策の実施
 ダム放流警報警備等の浸水リスク確認
 河川監視カメラ・水位計の配置検討
 水害リスク情報等に関する住⺠への周知⽅法の検討など
 実戦的な水防訓練や住⺠等と連携した避難訓練の検討など
 災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達⽅法の検討
 排水作業準備計画（案）の作成
 ⼿引き改定に伴う⾼潮浸水想定区域図の⾒直し
 中⾼頻度の外⼒規模による多段階の浸水想定区域図作成状況の共有

▲ダム放流警報設備 ▲住⺠等と連携した
避難訓練の様子

▲大規模地下街における
避難誘導訓練の様子

浸水深 浸水継続時間


